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アフリカ豚コレラと豚コレラの発生予防、まん延防
止について 

京都府山城家畜保健衛生所 TEL：0774-52-2040（休日・夜間転送）              
                   FAX：0774-52-2030 

 中国ではアフリカ豚コレラが継続発生し（11月21日時点で87か所） 、中国
からの入国者が携帯品で日本国内に持ち込もうとした豚肉製品から、動物検疫所
における検査により、ウイルス遺伝子が確認されており（11月22日時点で3例
） 、国内に侵入し、まん延してしまう恐れが、最大限に高まっています。 
 岐阜県の豚飼養農場における豚コレラは2例目が確認され、岐阜県内の野生い
のししからのウイルス検出事例が続いています（11月21日時点で52例）。 

アフリカ豚コレラ、豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染する
ことはありません。また、感染豚の肉が市場に出回ることはありません。 

◆豚、いのしし飼養者の皆様へ◆ 
 アフリカ豚コレラ及び豚コレラの発生予防、まん延防止のため、海外渡航
の自粛、衛生管理区域（飼養場所）への病原体持ち込み防止、異常豚等の
早期発見・早期通報をお願いします。 


